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○ 日本全体の人口は、今後３０年間で約２割程度の厳しい人口減少が見込まれる。 

○老年人口の伸び率は鈍化する一方で、１５～６５歳人口は約３割程度減少すると見込まれる。 

(注)福島県は県全体での推計しか行われていないため、集計の対象外とした。 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所（平成２５年３月推計） 
「県庁所在都市」＝三大都市圏を除く、道県庁を有する市町村。 
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人口動態・・・全国・地方都市 
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○ 地方都市においては、今後３０年間で２割から３割強の厳しい人口減少が見込まれる。 

○ 老年人口の伸び率は鈍化する一方で、１５～６５歳人口は３割から４割強減少すると見込まれる。 
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（約28%） 
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(注)福島県は県全体での推計しか行われていないため、集計の対象外とした。 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所（平成２５年３月推計） 
「人口５万人クラス」＝三大都市圏、県庁所在都市を除く、人口５万人未満の市町村。 

123万人 

(約10%) 

614万人 

(約50%) 

493万人
(約40%) 

2010年から△1.0％ 

              △4万人 

2010年から△45% 

     △100万人 

ピーク 1985年 
1,956万人 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

506万人 

（約25%） 

1,247万人 

（約61%） 

278万人 

（約14%） 

2010年から△33％ 
     △417万人 

2010年 

全体人口2,031万人 

2040年 

全体人口1,584万人 

2010年から△22％ 
     (△447万人) 

１０万人クラス都市 

ピーク 2000年 
2,084万人 

（人
口 

 

単
位
：万
人
） 

168万人 

(約11%) 

829万人 

(約52%) 

587万人
(約37%) 

2010年から＋16％ 

              ＋81万人 
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     △110万人 

「人口１０万人クラス」＝三大都市圏、県庁所在都市を除く、人口５万人～１５万人の市町村。 
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人口動態・・・地方都市 
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県庁所在地の人口の推移 

   （三大都市圏及び政令指定都市を除く） 

（人口  単位：万人） 

（年） 

県庁所在地のDID面積の推移 

   （三大都市圏及び政令指定都市を除く） 

（年） 

（面積  単位：km2） 

1970年→2010年 

DID面積は倍増 

〈１都市あたりの平均人口〉 

1970年→2010年 

人口は約２割増加 

約40年前の 

1970年と同水準 

〈１都市あたりの平均DID面積〉 

出典：国勢調査 

    国立社会保障・人口問題研究所（平成２５年３月推計） 

地方都市・・・現状と課題 

○多くの地方都市では、 
     

 ・急速な人口減少と高齢化に直面し、地域の産業の停滞もあり活力が低下 
  

 ・住宅や店舗等の郊外立地が進み、市街地が拡散し、低密度な市街地を形成 
  

 ・厳しい財政状況下で、拡散した居住者の生活を支えるサービスの提供が将来困難になりかねない状況に 
  ある。 
○こうした状況下で、今後も都市を持続可能なものとしていくためには、都市の部分的な問題への対症療法 
 では間に合わず、都市全体の観点からの取り組みを強力に推進する必要。 
 

地方都市の現状と課題 
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一般病院 
一般診療所 

博物館・美術館 

訪問介護事業 

法律事務所 

（出典）各種資料をもとに国土交通省国土政策局作成 

飲食店 

百貨店 

映画館 

有料老人ホーム 

大型ショッピングセンター 

大学 

スターバックス・コーヒー 

救命救急センター 
8,500人 

医療・福祉 

対企業サービス 

学術研究、 
教育・学習支援 

小売 

宿泊・飲食サービス 

生活関連サービス 

金融 

人口10万人以上の都市 
（概ね30万人以上の都市圏に相当） 
には高度なサービス施設が立地 

○一定の規模を維持できない都市圏ではサービス提供機能と雇用※が消失するおそれ。                                                                            
※三大都市圏を除いた地方の雇用に占める第3次産業の比率は65％   

サービス施設の立地する確率が50％及び80％となる自治体の人口規模(三大都市圏を除く) 

30万人以上の都市圏 
 2010年・・・61 
 2050年・・・43 へ激減 
※三大都市圏を除く 

喫茶店 
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図 財政収支（国＋地方） 

・生産年齢を中心とした我が国総人口の減少に伴い、歳入の減少が見込まれる一方、高齢化の進展等を背

景とした社会保障費の増大等を要因に歳出の増大が見込まれるところであり、結果として、将来的に財政

収支がさらに悪化することが懸念。 
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公債等残高（国＋地方）：左軸 

維持管理・更新費（右軸） 

経済財政の中長期試算（H24.8 内閣府）、 

国土交通白書 より 
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わが国の社会状況～財政状況の深刻化① 



国土審議会 第３回長期展望委員会資料 

・人口密度と一人あたりの行政コスト（行政経費）との間には一定の関係。 

 ⇒今後、財政状況がさらに厳しさを増すと見込まれる中、持続的な都市経営を維持するためには、

人口密度を高め、行政の効率化を図ることが不可欠。 
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わが国の社会状況～財政状況の深刻化② 



 

○医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、あるいは、 

 

○高齢者をはじめとする住民が自家用車に過度に頼ることなく公共交通により 

 医療・福祉施設や商業施設等にアクセスできるなど、 

 

○日常生活に必要なサービスや行政サービスが住まいなどの身近に存在する 

 

         「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指す。 

コンパクト＋ネットワーク 

 

・福祉・医療施設等をまちなかで計
画的に配置 

・集落の歴史、人口の推移等を意識してまと

まりのある居住を推進→利用圏人口 

・交通網の再編、快適で安全な公共交通の構
築、公共交通施設の充実を推進 

人口密度の維持 

公共交通の充実 

生活サービス機能の計画的配置 

空き家 

多極ネットワーク型 

コンパクトシティ 
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政策の方向性① 



市街地の拡散・人口減少 

Ｚ 

公共交通沿線へ
の居住の誘導 

拠点エリアへの 

医療、福祉等の 

都市機能の誘導 拠点エリアにおける循環型の公共
交通ネットワークの形成 

中心駅 

歩行空間や自転車
利用環境の整備 

コミュニティバス等によるフィ
ーダー（支線）輸送 

拠点エリア 

マイカーが主要な移動手段 

公共交通空白地域 

乗換拠点の 

整備 

拡散した市街地 

拠点間を結ぶ 

交通サービスを充実 

デマンド型 

乗合タクシー等
の導入 

9 

コンパクト＋ネットワーク 

現状：地域の大切な公共交通の維持・確保が厳しい状況 

いずれのバス路線も 

低頻度の運行回数 

公共交通の 

利用者の減少 

公共交通事業 

者の経営悪化 

公共交通サービス 

水準の低下 負のスパイラル 

これからの姿：利便性の高い公共交通で結ばれたコンパクトなまち 

持続安定的な 

公共交通事業の確立 
都市の持続可能性 

が確保 

政策の方向性② 



◆区域内における居住環境の向上 
・公営住宅を除却し、区域内で建て替える際の除却費
の補助 

・住宅事業者による都市計画、景観計画の提案制度（
例：低層住居専用地域への用途変更） 

●立地適正化計画（市町村） 
・都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランを作成 
  

・民間の都市機能への投資や居住を効果的に誘導するための土俵づくり（多極ネットワーク型コンパクトシティ） 

都市機能誘導区域 
生活サービスを誘導するエリアと当該エリアに誘導
する施設を設定 

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進 
○誘導施設への税財政・金融上の支援 
・外から内(まちなか)への移転に係る買換特例 
・民都機構による出資等の対象化 
・交付金の対象に通所型福祉施設等を追加 

○福祉・医療施設等の建替等のための容積率等の
緩和 

・市町村が誘導用途について容積率等を緩和すること
が可能 

○公的不動産・低未利用地の有効活用 
・市町村が公的不動産を誘導施設整備に提供する場合、

国が直接支援 

◆歩いて暮らせるまちづくり 
・附置義務駐車場の集約化も可能 
・歩行者の利便・安全確保のため、一定の駐車場の設

置について、届出、市町村による働きかけ 
・歩行空間の整備支援  

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロ
ール 
・誘導したい機能の区域外での立地について、届出、
市町村による働きかけ 

居住誘導区域 
居住を誘導し人口密度を維持するエリアを設定 

◆区域外の居住の緩やかなコントロール 
・一定規模以上の区域外での住宅開発について、届出
、市町村による働きかけ 

・市町村の判断で開発許可対象とすることも可能 

◆公共交通を軸とするまちづくり 
・地域公共交通網形成計画の立地適正化計画への調和、計画策定支援（地域公共交通活性化再生法）  
・都市機能誘導区域へのアクセスを容易にするバス専用レーン・バス待合所や駅前広場等の公共交通施設の整備支援 

  

◆区域外の住宅等跡地の管理・活用 
 

・不適切な管理がなされている跡地に対する市町村に
よる働きかけ 

・都市再生推進法人等（NPO等）が跡地管理を行うた
めの協定制度 

・協定を締結した跡地の適正管理を支援 

予算 

予算 

予算 

予算 

税制 

予算 

予算 

公共交通  維持・充実を図る公共交通網を設定 

予算 

・地方都市では、高齢化が進む中で、市街地が拡散して低密度な市街地を形成。大都市では、高齢者が急増。 
背景 

法律の概要 

都市再生特別措置法等の改正（概要） 
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①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 
②人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようと
する場合  （例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とす
る場合 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000㎡以上
のもの 

③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建
築目的で行う開発行為  （例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

○ 「住宅」の定義については、建築基準法における住宅の取扱いを参考にすることが考えられる。 
○都市再生特別措置法第８８条第1項第4号に規定する条例を定めることによって、例えば同一の土地での建替え等の一定の行為について届出対象外とすることも可能。 

届出制は、市町村が居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度。 

■届出の対象となる行為（§88①） 
  居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、原則として市町村長への届出が義務付けられている。 

○開発行為 ○建築等行為 

(参考）届出・勧告制度・・・居住誘導区域 

■届出に対する対応 

➣届出をした者に対して、必要な場合には当該区域内における居住の誘導のための施策に関する情報提供等を行うことが考えられる。 

○居住誘導区域内への居住の誘導の妨げとはならないと判断した場合 

○居住誘導区域内への居住の誘導に対し、何らかの支障が生じると判断した場合 

➣開発行為等の規模を縮小するよう調整。      ➣当該開発区域が含まれる居住誘導区域外の区域のうち、別の区域において行うよう調整。 

➣居住誘導区域内において行うように調整。     ➣開発行為等自体を中止するよう調整。   等 

■届出の時期（§88②） 
開発行為等に着手する３０日前までに届出を行うこととされている
。 

不 調 

○届出をした者に対して、 
 ・開発規模の縮小 
 ・居住誘導区域内への立地 等 

 

○必要な場合には、居住誘導区域内の土地  
 の取得についてあっせん等を行うよう努め 

 なければならない。（都市再生法§88④） 

勧 告 
（都市再生法§88③） 

勧告基準 
例えば、居住誘導区域から離れた地域 

で住宅開発を行おうとする場合 

重要事項説明（宅地建物取引業法） 

重要事項説明（宅地建物取引業法） 

宅地建物取引業協会等の関係団体と連携を図ることが重要 

宅地建物取引業協会等の関係団体と連携を図ることが重要 

誘導区域等・誘導施設の検討 
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届出制は、市町村が都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度。 

①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

②建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

■届出の対象となる行為（§108①） 

○開発行為 ○開発行為以外 

○都市機能誘導区域外において建築等の際に届出義務が生じるか否かを明確にするため、立地適正化計画において誘導施設を定める場合には、例えば、「病室の床面積 
 の合計が○○㎡以上の病院」等のように、対象となる施設の詳細（規模、種類等）についても定めることが望ましい。 
○都市再生特別措置法第108条第1項第4号に規定する条例を定めることにより、例えば同一の土地での建替等の一定の行為について届出対象外とすることも可能です。 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合。 

 

 

  都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、原則として市町村長への届出が義務付けられている。 

誘導施設：病院 

届出不要 

届出必要 

(参考）届出・勧告制度・・・都市機能誘導区域 

重要事項説明（宅地建物取引業法） 

■届出に対する対応 

➣届出をした者に対して、税財政、金融上の支援措置など当該区域内における誘導施設の立地誘導のための施策に関する情報提供等を行うことが
考えられる。 

○都市機能誘導区域内への誘導施設の立地の妨げとはならないと判断した場合 

○届出内容どおりの開発行為等が行われた場合、何らかの支障が生じると判断した場合 

➣開発行為等の規模を縮小するよう調整。                  ➣都市機能誘導区域内の公有地や未利用地において行うよう調整。 

➣開発行為等自体を中止するよう調整。                                                                 等                            

■届出の時期（§108②） 
開発行為等に着手する３０日前までに届出を行うこととされている。 

重要事項説明（宅地建物取引業法） 

不 調 

○届出をした者に対して、 
 ・開発規模の縮小 
 ・都市機能誘導区域内への立地 等 

○必要な場合には、都市機能誘導区域内の
公有地の提供や土地の取得についてあっせ
ん等を行うよう努めなければならない。（都市
再生法§108④） 

勧 告 
（都市再生法§88③） 

勧告基準 

宅地建物取引業協会等の関係団体と連携を図ることが重要 

宅地建物取引業協会等の関係団体と連携を図ることが重要 

誘導区域等・誘導施設の検討 
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市町村都市再生協議会の設置 

立地適正化計画の作成・公表 
都道府県への送付 

計画の達成状況の評価 
市町村都市計画審議会への報告 

必要に応じて、計画を見直し 

立地適正化計画の検討 

立地適正化計画の作成の流れ 

誘導施設の整備に関する事業 
について立地適正化計画に記 
載し、交付金を活用する場合 
には、国へ計画を提出 

既存の法定協議会や 
任意の協議会も活用可能 

事業・施策の実施 

立地適正化計画の検討の進め方 

市町村都市計画審議会の意見聴取 

反 
映 

１．関連する計画や他部局の関係施策等の整理 

２．都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出 

３．まちづくりの方針(ﾀｰｹﾞｯﾄ)の検討 

４．目指すべき都市の骨格構造の検討 

５．課題解決のための施策・誘導方針(ｽﾄｰﾘｰ)の検討 

７．誘導施策の検討 ６．誘導区域等・誘導施設の検討 

８．定量的な目標値等の検討 

９．施策の達成状況に関する評価方法の検討 

立地適正化計画素案の作成 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ・公聴会・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等による住民意見の聴取 

立地適正化計画の作成の流れ 
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居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

中心地区 

地域拠点 

学園地区 

青森県弘前市：人口約１７．７万人（H27）↘約１４．０万人（H47） 

・半径2.5kmの市街地。約50人/ha と、10万人台の都市では高い人口密度 

・都市機能誘導区域に７割の都市機能が集積 ※誘導施設の用途のもの  

小さく集約化された市街地を維持。 
すでに主な都市機能は中心地区に集積。 

未活用の赤レンガ倉庫。 
PFIリノベーションで美術館を誘導。 

雪に強く交通が便利なエリアに居住を誘導。 

多い年は20億円に及ぶ除雪費用。 

冬期の「市民の足」である公共交通も 

厳しい経営状況に。 
 

・文化財である市庁舎は、建替え・移転でなく、現地での

リノベーションで長寿命化 

通常の建替え（７１．９億円）と比較して 

             １７．４億円の削減※ 

中心地区での機能集積構造の継続や、賑わいの 

維持のためには、「まちを使い倒す」 
徹底した既存ストックの活用が鍵に。 

中心地区の都市機能を 
リノベーションで充実。 

公的不動産(ＰＲＥ)を賢く活用。 
「日本ファシリティマネジメント大賞」も受賞。 

・居住誘導区域は、根幹的な公共交通の沿線に設定 

・中心部を走る「100円バス」の黒字経営の強みを生かしつつ、地域公

共交通再編実施計画で、さらに使いやすい公共交通網へ  

・都市機能誘導区域「学園地区」では、高等教育機関を誘導 

  冬期に公共交通を利用する学生を 

   54％(H19)から66％(H３７)に 

公共交通沿線に居住を誘導。 
「市民の足」の確保と、経営改善を同時に実現。 

居住誘導区域等に融雪施設を重点化。 
除雪もGPSで効率化。 

・居住誘導区域・都市機能誘導区域は、

融雪施設整備の重点地区に設定 

・GPSの活用で、除雪車の動きを把握し、

除雪作業を大幅に効率化 

 

・PFI事業により、美術館を

含む芸術文化施設を整備

予定（遊休施設から美術

館へのPFIは、全国初） 

 弘前大学の学生中心のワー

クショップで、弘南鉄道大鰐

線の利用促進策を検討・提

案し、利用者増を実現 

通常の事業手法（２９．７億円）と比較して２．３億円の削減 

除雪費用を現在１２億円から 

        約１．７億円(H47)の削減※ 

・再開発ビル「ヒロロ」には、子育て・交流・健康関連の公 

 共施設を集約。経営は民間法人に任せ、年50万人 

 の集客 

冬期でも便利な居住誘導区域の人口を 

７．５万人（H47・ﾄﾚﾝﾄﾞ）から９．３万人（H47）へ 

２５％の増加 
空き店舗が年々減少。中心地区の商業者の力。 

若手中心のまちづくり

会社によるリノベー

ションプロジェクト等も 

克雪も交通も。多様な活動を行う市民の力。 

・社会福祉協議会等では、除雪、

雪下ろしのボランティア派遣を

実施 

・市は、市民税の１％を市民活動
への助成費に 

これらの取組により 

公共交通の年間収益を 

１．３億円増益（H３７・対ﾄﾚﾝﾄﾞ）※  

－ 中心地区の歩行者通行量を １．９万人（H32・ﾄﾚﾝﾄﾞ）から２．３万人（H32）へ ※ － 

市庁舎 

スター 
バックス 

赤レンガ倉庫 

ヒロロ 

土手町   

   商店街 

・中心地区では、地区計画

により１階をセットバック。

連続した「こみせ」（伝統

的アーケード）を形成 

約１kmの土手町商店街 

の空き店舗は約８％ 

（H20年度から半減） 

・未公開の市有の登録有形

文化財にスターバックスを 

 誘導。全国初の試み 

「学園地区」 
高等教育機関を
誘導。 

公共交通の年間利用者数 

4,000 

4,500 

5,000 

H26 H32 H37 

（千人） 

16％ 

4,606 

4,149 

4,807 

トレンド 

目標 

※弘前市資料をもとに国土交通省試算 

（地域公共交通網形成計画）平成２８年５月１２日公表 
（立地適正化計画）平成29年3月31日公表 

鉄道 

主要バス路線 



居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

山形県鶴岡市：人口約１２．９万人（H27）↘約１０．５万人（H52） 

  

  

 郊外部の開発許可面積が激減 2.8ha/年 → 0.9ha/年 

 市街化区域の人口割合も増加 52％ → 60％ 
 

※線引きの導入は市町村合併に伴うものを除くと２例のみ。開発の比較は、3000
㎡以上を対象に、H11～15とH16～20で比較。人口割合は、H17とH27で比較  

極めて稀な「線引き」導入(H16) 

開発動向は郊外部から市街地へシフト。 

高さ規制の見直しで、市街地の更新に。 
古くからの路地裏等を生かした空間づくりも。 

・景観形成のための高度地区規制を柔軟化。景観に配慮し

た中高層住宅を誘導し、新たな居住ニーズに対応 

若年層に魅力のある「働く場所」づくり。 
ベンチャーを育む環境へ強力に誘導。 

ベンチャー企業の萌芽 
 ・慶応大学先端生命科学研究所を誘致（H13） 

 ・当大学と連携した若者によるベンチャー企業が萌芽
（スパイバー社、ヤマガタデザイン社 等） 

 ・市も、慶応大学と連携し、 ベンチャー支援のための
「レンタル・ラボ」を整備(H18) 

・「サイエンスパーク」を都市機能誘導区域に。研究教育
施設を誘導 

・地域デベロッパーが、グローバル対応を意識したクリ
エイティヴな起業者向けの交流・滞在施設を整備中 

○若年層の「働く場所」と「住む場所」をつくり、 

地元に定着する若年層を 1.0千人(H52･ﾄﾚﾝﾄﾞ)から1.6千人(H52)へ＊ 

・ＮＰＯが、「ランドバンク事業」（空き家・空き地の寄付を受け、
周辺道路と周辺宅地の拡張種地とする）をH25から実施。

小規模・連鎖的に土地利用を進め、「都市のスポンジ化」に

的確に対応 

・中心部の路地や蔵を生かし、街区の内側に

「ナカニワ広場」 を配する住宅街区に再編。

若年層にも魅力ある居住空間を提供 

・まちづくり会社が、倉庫跡を映画館「鶴岡

まちなかキネマ」にリノベーション 

 

「負の資産」も賢く生かして、居住を再集約。 

ベンチャー事業者の活力をまちづくりへ  
 

活力あるベンチャー事業者、地域デベロッパー、不動産事業者、リノベーター等で「コンソーシアム」を結成。 
誘導区域内での若年層のニーズに合った居住空間の提供や、都市機能の誘導に参画 

ベンチャーを育む研究教育施設を 
 １０年(～H37)で３０施設に倍増 

サイエンスパークヴィレッジ（仮称） 

「ランドバンク事業」で良好な基盤の住環境に。 

中心部の人口を 

約６，４００人（H52・ﾄﾚﾝﾄﾞ）から約９，８００人（H52）へ＊ 

中心部 

現在1,075棟の空き家（居住誘導区域内）が 

 ５年で約１５０棟（１３％）減少 

基盤の整った防災性・利便性の高い市街地に 

約３００戸の住宅の増加＊で市街地の更新に 

・居住誘導区域外か

らの住宅開発の届

出をとらえ、区域内

の物件をあっせん。 

 

中心部には、すでに主な都市機能は集積しているが、 

若年層を中心に縁辺部へ流出し、ドーナツ化現象に。 

城下町の町割から宅地・道路が狭く、 

空き家・空き地（負の資産）を生む構造 

※地元定着率（18歳転出者のUターン率）を35.6％(H22)から51.7％(H52)へ 

※人数はH48～52の5年間 

温海地区 

鼠ヶ関地区 

鶴岡地区 

大山地区 

湯野浜地区 
藤島地区 

将来を見据え、広大な市域から拠点を絞込み 
 ・周辺の町村との合併に伴い、線引きを導入するも、 

 市街化区域の人口密度は36人/ha（H25）と徐々に減少 

 ・居住誘導区域、都市機能誘導区域を、６つの市街化区域のうち、 

 鶴岡市街地(旧鶴岡市)のみに設定 (市街化区域の４割） 

＊鶴岡市資料をもとに国土交通省試算 

鶴岡駅 

・老朽化した商業施設等を大規 
 模改修する民間誘導施設等整 

 備計画の認定は全国初 

（地域公共交通網形成計画）平成２８年３月策定 
（立地適正化計画）平成２９年４月１日公表 




